
令和５年度 芦屋町教育委員会の基本方針 

 
 平成３１年度新たに「第 2 次芦屋町教育大綱」を策定し、実施期間を令和 5 年度まで
の５年間としました。取り組むべき内容は、これまでの教育大綱を踏襲しつつ内容の⾒
直し改善を図りました。 

学校教育では、学⼒向上のための施策として「ＩＣＴの効果的活用」を中心に据え、 
授業規律の徹底とＩＣＴを活用して「分かる授業」を推進し、「個別最適な学び・協働
的な学び」を目指します。                     

社会教育では令和元年度に⽣涯学習基本構想を教育大綱へ集約して、項目の⾒直しを
⾏い、地域教育⼒の向上を新しく盛り込んだものを作成しました。 

芦屋町では、平成３０年度より町内の全ての学級に電⼦⿊板、大型投影装置、書画カ
メラを設置し、その後もＩＣＴ環境の整備に努めてきました。 

これらのＩＣＴを活用して、児童・⽣徒の興味・関心を高め、教育活動の充実を図る
とともに、児童・⽣徒の学⼒を保障するオンライン授業にも対応していきます。町指定・
委嘱の研究事業では、「ＩＣＴの効果的な活用」を研究内容に位置づけ、全ての学校で
研究の推進と充実に努めます。本年度その研究の一端として、芦屋小学校で芦屋町教育
委員会研究指定・委嘱を受けた研究の成果を発表します。 

また、令和４年度より２年間福岡県の指定を受け、「体験型英語学習推進事業」の英
語教育モデルの開発を推進します。併せて、令和５年度福岡県の単年度事業である、道
徳教育推進事業を受け、道徳教育の質の向上と充実を図っていきます。 

教職員の働き方に対する意識改⾰、働き方改⾰を進め、⼦どもと向き合う時間の確保
に努め、学校教育のさらなる充実と社会教育（⽣涯学習）の充実が、⼦どもはもとより
町⺠の「シビック・プライド」を培うとの考えから、施策を展開することとしています。
その際、「芦屋の⼦どもは 芦屋で育てる」を発展させるために、地域と共にある学校
を目指し、未来への飛躍を実現する人材を育成する「教育の町芦屋」の確⽴に努めます。 

かかる認識のもと、基本目標を 
○ 社会の発展に寄与し得る、創造性や個性に富む⻘少年及び町⺠の育成。 
○ 真理と正義を愛し、基本的人権と社会の連帯を重んじる⻘少年及び町⺠の育成。 
○ 人類の平和と繁栄に寄与し、⽂化と伝統を尊重し郷⼟に誇りを持てる⻘少年及び町

⺠の育成。 
○ 豊かな感性と逞しく⽣きるための健康や体⼒に満ちた⻘少年及び町⺠の育成 
を掲げ、学校教育、社会教育、家庭教育、⽂化・芸術、スポーツの振興を図り、⽣涯学
習社会の実現に向けて、町、関係機関や関係団体との連携を密にします。更に、町⺠の
理解と協⼒を得ながら、⼦どもたちの「学⼒」「体⼒」、そして、学校・家庭・地域・⾏
政の「教育⼒」という「３つの⼒」の向上を目指して、施策の推進と実現に努めます。 


